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生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅に 

おけるサービス内容届出・公表事業実施要綱 

 

２１福保高在第６９０号 

平成２２年９月１日 

 （最終改正）２６福保高在第９８３号 

平成２７年３月１６日 

 

第１ 目的 

   本事業は、生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅において、「高齢者向け住宅におけ

る生活支援サービス提供のあり方指針」（２１福保高在第３４６号。以下「サービス指針」と

いう。）に基づいたサービス提供が行われることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義  

この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。 

１ 生活支援サービス 

  緊急時対応、状況把握（安否確認）、生活相談、食事の提供、外出付添い、その他の高齢者

が日常生活を営むために必要なサービスであって、高齢者の希望に応じて提供される介護保

険適用外のサービスをいう。 

２ 生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅（以下「高齢者向け住宅」という。） 

  次の全てを満たす住宅をいう。 

⑴ 生活支援サービスを提供していること。 

  なお、サービスの提供方法は問わない。 

⑵ 一の戸建住宅又は住戸に複数の世帯が入居する場合には、世帯ごとの専用の居室（以下

「居室」という。）が確保されていること。 

なお、共用部分に共同して利用するための台所、水洗便所及び洗面設備を備えた戸建住

宅又は住戸においては、居室の面積が７．４３㎡（和室であれば４．５畳）以上確保され

ていること。ただし、世帯人員が２人以上の場合には、充分な面積が確保されていること。 

⑶ 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（平成１３年法律第２６号）第６条に基づく「サ

ービス付き高齢者向け住宅」の登録又は「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録･閲覧制

度に係る基本方針」（２２都市住民第３９９号）に基づく「東京シニア円滑入居賃貸住宅」

の登録（以下「住宅登録」という。）を受けていること。 

３ 住宅事業者 

  高齢者向け住宅の賃貸人又は登録事業者をいう。 

４ 生活支援サービス事業者 

   高齢者向け住宅において生活支援サービスを提供する事業者をいう。 

 

第３ 実施主体 

   東京都 
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第４ 事業内容 

 １ 高齢者向け住宅に関する届出 

⑴ 公表届 

住宅事業者は、住宅登録申請時の申請書及び添付書類を本事業の添付書類として使用さ

れること及び第４の３に定める事項について公表されることに同意する場合は、別に定め

る公表届により、東京都知事（以下「知事」という。）に届け出るものとする。 

⑵ 変更届 

住宅事業者は、公表届の内容に変更があった場合は、別に定める変更届により、知事に

届け出るものとする。 

⑶ 公表終了届 

住宅事業者は、当該住宅を廃止する場合、当該住宅における生活支援サービスの提供を

終了した場合又は住宅登録を消除された場合には、別に定める公表終了届により、知事に

届け出るものとする。 

⑷ 現況届 

住宅事業者は、別に定める現況届により、都から求めがあった場合等必要に応じて当該

住宅の現況を届け出るものとする。 

２ 留意事項 

第４の１により届け出た「東京シニア円滑入居賃貸住宅」の登録を受けた高齢者向け住宅

の住宅事業者及び生活支援サービス事業者は、当該住宅での生活支援サービスの提供に当た

りサービス指針を遵守するよう努めること。 

３ 届出内容の公表 

知事は、第４の１により届け出た高齢者向け住宅の住宅名、所在地、生活支援サービスに

係る契約書等別に定める事項をホームページ等で公表する。ただし、別に定める場合には公

表しないこととする。 

 ４ 公表の終了 

   知事は、次のいずれかに該当する場合に、第４の３に定める事項の公表を終了する。 

  ⑴ 知事が公表終了届を受理したとき。 

⑵ その他知事が必要と認めるとき。 

 

第５ その他 

この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月２０日から施行する。 

 

附 則 
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この要綱は、決定の日から施行し、平成２３年１０月２０日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市又は同法第２５２

条の２２第１項の中核市に所在する高齢者向け住宅のうち、サービス付き高齢者向け住宅に登録

したものについては、本要綱の対象外とする。 

 


